
■確定申告・住民税申告が必要か確認してみましょう■

チャートを参考に必要な手続きをしてください。

※納め過ぎた所得税の還付を受ける場合は、下表に関わらず確定申告が必要です。

※下記のフローチャートはあくまでも一般的な例です。確定申告が不要な場合もあります。

確定申告

主な年金収入

公的年金等の収入が168万円以下（65歳未満は118万円
以下）

公的年金収入が400万円以下かつ、他の所得の合計が20万
円以下

公的年金等以外の所得の合計が20万円を超える

申告不要

住民税申告

　この申告は、令和８年度の町・県民税（個人住民税）を算定するための基礎資料となります。

険料の算定資料、国民年金保険料の免除申請等の各種手続きに必要となりますので、下記のフロー
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公的年金等の収入が168万円超え（65歳未満は118万円
超え）400万円以下で控除を追加する

公的年金等収入が400万円を超える

給与以外の収入による所得が20万円以下 住民税申告

主な給与収入

年末調整済み（１か所からの給与のみ）

・雑損控除を受ける
・医療費控除を受ける
・年末調整が済んでいない
・年末調整の内容に変更がある
・給与収入が２千万円を超える
・副業の給与所得が20万円を超える
・給与以外の収入による所得が20万円を超える

申告不要

■ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した人はご注意ください!■

確定申告書や町県民税申告書の提出をする場合は、ワンストップ特例制度は適用されません。
改めて寄附金控除を受けるための申告をする必要がありますので、ご注意ください。
※申告には寄附金の受領書等が必要になります。
※詳細は町ホームページで確認、又は税務住民課税務室へお問い合わせください。

川根本町在住の親族の税法上の扶養になっている 申告不要

・税法上の扶養になっていない
・川根本町以外の親族の税法上の扶養になっている

住民税申告
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非課税収入のみ（遺族年
金、障害年金、失業給付
金など）

所得金額より控除が多い（所得税が課税されない）事業所得（農業・営業
等）、不動産所得、雑所
得、一時所得、利子所
得、配当所得(※)、総合譲
渡所得

(※)令和５年分の申告から配当所得は、所得税で申告した場合は住民税でも申告することになりました。

住民税申告

　また、町・県民税の申告は、所得証明書を発行する場合や、国民健康保険税・後期高齢者医療保

・住宅借入金等特別控除（１年目）　　　・譲渡所得（土地・建物）
・先物取引の雑所得　　　　　　　　　　・株式等の譲渡所得
・上場株式などの配当所得(※)　 　　　　・山林所得

確定申告

確定申告
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住民税申告

所得金額より控除が少ない（所得税が課税される） 確定申告

スタート


